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…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………１－１－２７ 施設管理 12 １－１－２７ 施設管理 12
……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………１－１－２８ 諸法令の遵守 12 １－１－２８ 諸法令の遵守 12

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………１－１－２９ 官公庁等への手続等 15 １－１－２９ 官公庁等への手続等 14
……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………１－１－３０ 不可抗力による損害 15 １－１－３０ 不可抗力による損害 15

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………１－１－３１ 特許権等 16 １－１－３１ 特許権等 15
……………………………………………………………… ………………………………………………………………１－１－３２ 保険の付保及び事故の補償 16 １－１－３２ 保険の付保及び事故の補償 16

………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………１－１－３３ 臨機の措置 16 １－１－３３ 臨機の措置 16
…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………１－１－３４ 石綿使用の有無 16 １－１－３４ 石綿使用の有無 16

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………１－１－３５ 建設業許可票の設置 17 １－１－３５ 建設業許可票の設置 17
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第２節 施工管理 第２節 施工管理

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………１－２－１ 工事の下請負 17 １－２－１ 工事の下請負 17
………………………………………………………… …………………………………………………………１－２－２ 施工体制台帳等の作成及び提出等 17 １－２－２ 施工体制台帳等の作成及び提出等 17
……………………………………………………… ………………………………………………………１－２－３ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 18 １－２－３ コリンズ（ＣＯＲＩＮＳ）への登録 18

………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………１－２－４ 施工管理 18 １－２－４ 施工管理 18
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………１－２－５ 工事測量 19 １－２－５ 工事測量 19

……………………………………………………………… ………………………………………………………………１－２－６ 施工時期及び施工時間の変更 19 １－２－６ 施工時期及び施工時間の変更 19
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………１－２－７ 建設副産物 19 １－２－７ 建設副産物 19

………………………………………………… …………………………………………………１－２－８ ダンプトラック等による過積載等の防止 21 １－２－８ ダンプトラック等による過積載等の防止 20
………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………１－２－９ 後片付け 21 １－２－９ 後片付け 21

……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………１－２－１０ 工事中の安全確保 22 １－２－１０ 工事中の安全確保 21
………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………１－２－１１ 爆発及び火災の防止 23 １－２－１１ 爆発及び火災の防止 23

…………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………１－２－１２ 事故報告書 24 １－２－１２ 事故報告書 23
………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………１－２－１３ 交通安全管理 24 １－２－１３ 交通安全管理 23

……………………………………………… ………………………………………………１－２－１４ 公共事業工事における新技術活用の促進 25 １－２－１４ 公共事業工事における新技術活用の促進 25
……………………………………………………………… ………………………………………………………………１－２－１５ 技能士の有効活用について 25 １－２－１５ 技能士の有効活用について 25

１－２－１６ 創意工夫 ……………………………………………………………………………… 25 （新設）

様式－１ 質疑応答書 様式－１ 質疑応答書

様式－９ 工事打合せ簿※ （新設）

様式－１１ 段階確認書※ （新設）

様式－２５ 支給品精算書※ 様式－２ 支給品精算書

様式－２８ 現場発生品調書※ 様式－３ 現場発生品引渡書

様式－２ 工程報告書 様式－４ 工程報告書

様式－４ 掛金収納書※ （新設）

様式－５ 施工状況報告書 様式－５ 施工状況報告書

様式－６ 施工体制台帳 様式－６ 施工体制台帳

様式－７ 再下請負通知書 様式－７ 再下請負通知書

様式－８ 施工体系図 様式－８ 施工体系図

様式－１０ 下請施工状況変更届 様式－９ 下請施工状況変更届

様式－１２ 安全訓練の実施状況報告書 様式－１０ 安全訓練の実施状況報告書

様式－１３ 事故速報※ 様式－１１ 工事事故報告書

様式－３４ 創意工夫・社会性等に関する実施状況※ （新設）

※は統一化様式 （新設）

第１節 一般事項 第１節 一般事項

１－１－１ （略） １－１－１ （略）
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１－１－２ 用語の定義 １－１－２ 用語の定義

1から9まで （略） 1から9まで （略）

10 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項に 10 指示とは、契約図書の定めに基づき、監督員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項に

ついて書面（様式-9）をもって示し、実施させることをいう。 ついて書面 をもって示し、実施させることをいう。

11 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員または受注者が書面 11 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者もしくは監督員または受注者が書面

（様式-9）により同意することをいう。 により同意することをいう。

12 協議とは、 書面（様式-9）により発注者または監督員と受 12 協議とは、契約図書の協議事項について、書面 により発注者または監督員と受

注者とが対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。 注者とが対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。

13 提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係る書面（様式 13 提出とは、監督員が受注者に対し、または受注者が監督員に対し、工事に係る書面

-9）またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

14 提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が発注者または監督員に対し、工事に係 14 提示とは、監督員が受注者に対し、または受注者が発注者または監督員に対し、工事に係

る書面（様式-9）またはその他の資料を示し、説明することをいう。 る書面 またはその他の資料を示し、説明することをいう。

15 報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について、書面（様式-9）をも 15 報告とは、受注者が監督員に対し、工事の状況または結果について、書面 をも

って知らせることをいう。 って知らせることをいう。

16 通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事 16 通知とは、発注者または監督員と受注者または現場代理人の間で、工事の施工に関する事

項について、書面（様式-9）により互いに知らせることをいう。 項について、書面をもって 知らせることをいう。

17から20まで （略） 17から20まで （略）

21 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、 21 段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督員が臨場等により、出来形、

品質、規格、数値等を確認することをいう。なお、施工予定の報告等は書面（様式-11）に 品質、規格、数値等を確認することをいう。

て行う。

22から35まで （略） 22から35まで （略）

１－１－３ （略） １－１－３ （略）

１－１－４ 施工計画書 １－１－４ 施工計画書

１ 受注者は、工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施 １ 受注者は、工事着手前に、工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての施

工計画書を監督員に提出しなければならない。 工計画書を監督員に提出しなければならない。

受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。 受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。

この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監 この場合、受注者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監

督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。 督員がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。

ただし、受注者は維持工事等簡易な工事または当初請負金額が500万円未満の工事について ただし、受注者は維持工事等簡易な工事または当初請負金額が500万円未満の工事について

は、下記の（1）（2）（6）（11）のみ、1,000万円未満の工事については（1）（2）（5）（6） は、下記の （6） のみ、1,000万円未満の工事については （5）（6）

（11）のみに省略することができる。 のみに省略することができる。

(１)工事概要 (１)工事概要

(２)計画工程表 (２)計画工程表

(３)施工方法(主要機械・仮設備計画・工事用地等を含む) (３)施工方法(主要機械・仮設備計画・工事用地等を含む)

(４)施工管理計画 (４)施工管理計画

(５)安全管理 (５)安全管理
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(６)緊急時の体制及び対応 (６)緊急時の体制及び対応

(７)交通管理 (７)交通管理

(８)環境対策 (８)環境対策

(９)現場作業環境の整備 (９)現場作業環境の整備

(10)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法 (10)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(11)法定休日・所定休日（週休二日の導入） (11)その他
(12)その他 （新設）

土木工事標準仕様書（群馬県）別記「施工計画書の記載内容」により施工計画書に必要な内 土木工事標準仕様書（群馬県）別記「施工計画書の記載内容」により施工計画書に必要な内

容を記載するものとする。 容を記載するものとする。

２ 受注者は、施工計画書の内容のうち（2）（3）（4）（5）（6）（8）に重要な変更が生じた場 ２ 受注者は、施工計画書の内容のうち （3）（4）（5）（6）（8）に重要な変更が生じた場

合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監 合には、その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について、変更施工計画書を監

督員に提出しなければならない。 督員に提出しなければならない。

３ 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工 ３ 受注者は、施工計画書を提出した際、監督員が指示した事項について、さらに詳細な施工

計画書を指示された時期までに提出しなければならない。 計画書を指示された時期までに提出しなければならない。

１－１－５から１－１－１２まで （略） １－１－５から１－１－１２まで （略）

１－１－１３ 支給材料及び貸与品 １－１－１３ 支給材料及び貸与品

１から２まで （略） １から２まで （略）

３ 受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。） ３ 受注者は、工事完成時（完成前に工事工程上、支給材料の精算が可能な場合は、その時点。）

に、支給品精算書(様式-25)を監督員に提出しなければならない。 に、支給品精算書(様式-2 )を監督員に提出しなければならない。

４から９まで （略） ４から９まで （略）

１－１－１４ 工事現場発生品 １－１－１４ 工事現場発生品

１ 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品調書 (様式-28)を作成 １ 受注者は、設計図書に定められた現場発生品について、現場発生品引渡書(様式-3 )を作成

し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。 し、設計図書または監督員の指示する場所で監督員に引き渡さなければならない。

２ 受注者は、第１項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示 ２ 受注者は、第１項以外のものが発生した場合、監督員に通知し、監督員が引き渡しを指示

したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発 したものについては、監督員の指示する場所で監督員に引き渡すとともに、あわせて現場発

生品調書 を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。 生品引渡書を作成し、監督員を通じて発注者に提出しなければならない。

１－１－１５から１－１－１９まで （略） １－１－１５から１－１－１９まで （略）

１－１－２０ 既済部分検査等 １－１－２０ 既済部分検査等

１から５まで （略） １から５まで （略）

６ 受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に工事 ６ 受注者は、契約書第34条に基づく中間前払金の請求を行うときは、認定を受ける前に

履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。 履行報告書を作成し、監督員に提出しなければならない。
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１－１－２１ （略） １－１－２１ （略）

１－１－２２ 部分使用 １－１－２２ 部分使用

１ （略） １ （略）

２ 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合に ２ 受注者は、発注者が契約書第33条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合に

は、監督員による品質及び出来形等の は、出来形及び品質等について、検査員による沼田市建設工事検査規則の規定に基づく完成

検査（確認を含む。）を受けるものとする。 部分検査（確認を含む。）を受けるものとする。

１－１－２３ 履行報告及び提出書類 １－１－２３ 履行報告及び提出書類

受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告するものとする。なお、 受注者は、契約書第11条の規定に基づき、履行状況を監督員に報告するものとする。なお、

請負金額が2,000万円以上の工事については、毎月工程報告書（様式-2）を月末までに監督 請負金額が2,000万円以上の工事については、毎月工程報告書（様式-4）を月末までに監督

員に提出するものとする。 員に提出するものとする

１－１－２４から１－１－３１まで （略） １－１－２４から１－１－３１まで （略）

１－１－３２ 保険の付保及び事故の補償 １－１－３２ 保険の付保及び事故の補償

１から４まで （略） １から４まで （略）

５ 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（様 ５ 受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し、その掛金収納書（発

式-4 ）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請 注者用）を工事請負契約締結後原則1ヶ月以内（電子申請方式による場合にあっては、工事請

負契約締結後原則40日以内）に、発注者に提出しなければならない。 負契約締結後原則40日以内）に、発注者に提出しなければならない。

１－１－３３から１－１－３５まで （略） １－１－３３から１－１－３５まで （略）

第２節 施工管理 第２節 施工管理

１－２－１ （略） １－２－１ （略）

１－２－２ 施工体制台帳等の作成及び提出等 １－２－２ 施工体制台帳等の作成及び提出等

１ （略） １ （略）

２ （略） ２ （略）

(1)から(2)まで （略） (1)から(2)まで （略）

(3)下請負者に次の各号に掲げる事項が生じた場合は、その都度すみやかに下請施工状況変更 (3)下請負者に次の各号に掲げる事項が生じた場合は、その都度すみやかに下請施工状況変更

届（様式-10）を監督員に提出しなければならない。この場合において、当該変更届には、 届（様式-9 ）を監督員に提出しなければならない。この場合において、当該変更届には、

前2項で規定する書類（施工状況報告書を除く。）のうち、変更内容に応じた書類を添付す 前2項で規定する書類（施工状況報告書を除く。）のうち、変更内容に応じた書類を添付す

るものとする。 るものとする。

①から④まで （略） ①から④まで （略）
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１－２－３から１－２－６まで （略） １－２－３から１－２－６まで （略）

１－２－７ 建設副産物 １－２－７ 建設副産物

１から３まで （略） １から３まで （略）

４ 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混 ４ 受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄からなる建設資材、木材、アスファルト混

合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を所定の様式に 合物等を工事現場に搬入する場合には、法令等に基づき、再生資源利用計画を所定の様式に

基づき作成し、施工計画書にその写しを添付して監督員に提出しなければならない。（ただ 基づき作成し、施工計画書に含め 監督員に提出しなければならない。（ただ

し、 COBRIS 登録している場合には、登録証明書のみを提出 し、建設副産物情報交換システム（COBRIS）登録している場合には、登録証明書のみを提出

する。） する。）

また、受注者は、法令等に基づき、工事現場において再生資源利用計画を公衆の見やすい

場所に掲げなければならない。

５ 受注者は、土砂を再生資源利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、法令等に基づ （新設）

き、速やかに受領書を搬入元に交付しなければならない。

６ 受注者は、建設副産物実態調査の対象となる変更後の請負金額が100万円以上の工事におい ５ 受注者は、建設副産物実態調査の対象となる変更後の請負金額が100万円以上の工事におい

ては、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書にその写しを添付し ては、再生資源利用促進計画を所定の様式に基づき作成し、施工計画書に含め

て監督員に提出しなければならない。（ただし、 COBRIS 登 監督員に提出しなければならない。（ただし、建設副産物情報交換システム（COBRIS）登

録している場合には、登録証明書のみを提出する。） 録している場合には、登録証明書のみを提出する。）

また、受注者は、法令等に基づき、一定規模以上の工事を施工する場合、再生資源利用促 また、受注者は、法令等に基づき、一定規模以上の工事を施工する場合、再生資源利用促

進計画書及び再生資源利用計画書を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。 進計画書及び再生資源利用計画書を公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

７ 受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場 （新設）

合は、工事現場内の土地の掘削その他の形質の変更に関して発注者等が行った土壌汚染対策

法等の手続き状況や、搬出先が盛土規制法の許可地等であるなど適正であることについて、

法令等に基づき確認しなければならない。

また、確認結果は再生資源利用促進計画に添付するとともに、工事現場において公衆の見

やすい場所に掲げなければならない。

８ 受注者は、建設現場等から土砂搬出を他の者に委託しようとするときは、再生資源利用促 （新設）

進計画書に記載した事項（搬出先の名称及び所在地、搬出量）と前項で行った確認結果を、

委託した搬出者に対して、法令等に基づいて通知しなければならない。

９ 受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、法令 （新設）

等に基づき、速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、受領書に記載された事項が再

生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認するとともに、監督員から請求が

あった場合は、受領書の写しを提出しなければならない。

１０ 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了 ６ 受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了

後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を 後速やかに実施状況を記録した「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を

監督員に提出しなければならない。（ただし、 COBRIS 登録 監督員に提出しなければならない。（ただし、建設副産物情報交換システム（COBRIS）登録

している場合には、登録証明書のみを提出する。） している場合には、登録証明書のみを提出する。）

１１ 受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥 ７ 受注者は、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥

または建設混合廃棄物、建設発生土を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事 または建設混合廃棄物、建設発生土を搬入または搬出する場合には、施工計画作成時、工事
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完了時に必要な情報をコブリス・プラス（旧「建設副産物情報交換システム」 ）に 完了時に必要な情報を 「建設副産物情報交換システム」（COBRIS）に

入力するものとする。また、建設副産物実態調査（センサス）についても、対象となる建設 入力するものとする。また、建設副産物実態調査（センサス）についても、対象となる建設

副産物の品目について、データを入力し調査票を監督員へ提出すること。なお、出力した調 副産物の品目について、データを入力し調査票を監督員へ提出すること。なお、出力した調

査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、 査票は「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」の提出に代わるものとし、

これによりがたい場合には、監督員と協議しなければならない。 これによりがたい場合には、監督員と協議しなければならない。

１２ 原則として500m3以上の土砂の搬出及び搬入または1,000トン以上の建設汚泥の搬出を予 ８ 原則として500m3以上の土砂の搬出及び搬入または1,000トン以上の建設汚泥の搬出を予

定している工事の受注者は、コブリス・プラス に登録されている土量、土質、土 定している工事の受注者は、建設発生土情報交換システムに登録されている土量、土質、土

工期等の情報に変更が生じた場合、監督員に報告し、監督員は財政課に通知する。なお、こ 工期等の情報に変更が生じた場合、監督員に報告し、監督員は財政課に通知する。なお、こ

れによりがたい場合には、監督員及び財政課と協議するものとする。 れによりがたい場合には、監督員及び財政課と協議するものとする。

１３ 受注者は、工事に使用した建設資材の品質記録について整理し、監督員に提出しなけれ ９ 受注者は、工事に使用した建設資材の品質記録について整理し、監督員に提出しなけれ

ばならない。 ばならない。

１－２－８から１－２－９まで （略） １－２－８から１－２－９まで （略）

１－２－１０ 工事中の安全確保 １－２－１０ 工事中の安全確保

１から１２まで （略） １から１２まで （略）

１３ 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況についての概要を記録した書面（様式-12） １３ 受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況についての概要を記録した書面（様式-10）
について、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提示しなければ について、監督員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提示しなければ

ならない。 ならない。

１４から２１まで （略） １４から２１まで （略）

１－２－１１ （略） １－２－１１ （略）

１－２－１２ 事故報告書 １－２－１２ 事故報告書

受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、事 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、直ちに監督員に連絡するとともに、工

故速報 （様式-13）を速やかに監督員に提出しなければならない。 事事故報告書（様式-11）を速やかに監督員に提出しなければならない。

１－２－１３から１－２－１５まで （略） １－２－１３から１－２－１５まで （略）

１－２－１６ 創意工夫 （新設）

受注者は、自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として、特に評価できる項目につ

いて、工事完成時までに所定の様式（様式-34）により、監督員に提出することとする。
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　（新設）
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